
ＪＲ東海労働組合

不当労働行為で勝利命令！
会社は直ちに謝罪文を手交せよ！

大
阪
府
労
働
委
員
会
が

不
当
労
働
行
為
と
認
定
！

５月２３日、大阪府労働委員会は大阪第三車両所分会が、

勤務時間外における詰所でのビラ配布など正当な労働組合活動

に対する会社の介入と、組合役員への不利益取扱いなどの不当

労働行為の救済を求めて申立を行っていた事件に対して、組合

側の主張を全面的に認めた勝利命令を行いました。

①分会を独立した機関として認めようとしない会社の主張。

②詰所のビラ配布を口

実とした分会書記長への

業務指示、事情聴取、顛

末所の提出。

③２点の掲示物の一方

的な撤去などについて不

当労働行為であると認定

し、二度とこのような行

為を繰り返さないよう謝

罪文を組合側と手交する

ことを命令しました。

私たちＪＲ東海労は、

会社に対して、大阪府労

働委員会の命令を厳粛に

受け止め、ただちに謝罪

文を手交することを強く

求めます。


